
JIS C 8955:2017 と JIS C 8955:2011 に記載されている地表面粗度区分Ⅱの考え方が

違うため下記比較を参考に地表面粗度区分をご確認ください。

※市町村で公表されている地表面粗度区分は平成 12 年建設省告示第 1454 号

　 (JIS C　8955:2011) に記載されている内容となるため、 ご注意ください。

【地表面粗度区分についての注意】

都市計画区域外にあって地表面相度区分Ⅰの

区域以外の区域又は都市計画区域内にあって

地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、

海岸線又は湖岸線 （対岸までの距離が 1,500m

以上のものに限る。 以下同じ。） までの距離が

500m 以内の地域。

都市計画区域外にあって地表面相度区分Ⅰの

区域以外の区域 ( 建築物の高さが 13m 以下の

場合を除く。） 又は都市計画区域内にあって

地表面粗度区分Ⅳの区域以外の区域のうち、

海岸線又は湖岸線 （対岸までの距離が 1,500m

以上のものに限る。 以下同じ。） までの距離が

500m 以内の地域 （ただし、 建築物の高さが 13m

以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線

からの距離が 200m を超え、 かつ、 建築物の

高さが 31m 以下である場合を除く。）

設置条件が地表面粗度区分Ⅲ・Ⅳであるため、 ( 旧 )JIS C 8955:2011 で設置可であった区域が
( 新 )JIS C 8955:2017 では、 一部設置不可となります。
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（平成 12 年建設省告示第 1454 号より）

都市計画区域内

Ⅱ Ⅲ

0m　　　200m　　　500m

建築物

高さ H

31m

13m

海岸線又は湖岸線からの距離

都市計画区域外

Ⅱ

0m　　　200m　　　500m

建築物

高さ H

31m

13m

海岸線又は湖岸線からの距離

都市計画区域内

Ⅱ

Ⅲ

0m　　　200m　　　500m

建築物

高さ H

31m

13m

海岸線又は湖岸線からの距離

都市計画区域外

Ⅱ

Ⅲ
0m　　　200m　　　500m

建築物

高さ H

31m

13m

海岸線又は湖岸線からの距離


